
伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 令和５年10月４日 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

伊賀市規則第54号 

 

伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

伊賀市放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則（平成 18 年伊賀市規則第

11号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出し中「手続き」を「手続」に改め、同条第１項中「を提出し」を「又は市

の指定する電子的方法により申請し」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定による申請は、児童クラブの利用を希望する年度ごとに行わなければなら

ない。 

第３条第３項中「申請書の提出」を「第１項の規定による申請」に、「利用」を「児童ク

ラブの利用」に改め、「まで」の次に「に行うもの」を加え、同項ただし書中「この」を「、

この」に改める。 

第４条の見出しを「（利用の決定等）」に改め、同条中「前条に規定する申請書を受理し

た」を「前条第１項の規定による申請を受けた」に、「審査し」を「審査の上」に、「当該

申請書に係る決定等の処理を行い」を「児童クラブの利用の可否を決定し」に、「その保護

者」を「当該申請をした保護者」に改める。 

第５条の見出し中「変更手続き」を「変更手続」に改め、同条第１項中「前条」を「児

童クラブを利用する児童（以下「利用児童」という。）の保護者（前条」に、「より決定」

を「よる決定の通知」に、「保護者が」を「保護者を含む。以下同じ。）は、その」に、「変

更を希望する」を「種別を変更して利用しようとする」に、「を市長に提出し」を「により

市長に申請し」に改め、同条第２項中「に規定する申請書を受理した」を「の規定による

申請を受けた」に、「審査し」を「審査の上」に、「申請書に係る決定等の処理を行い」を

「申請に係る変更の可否を決定し」に、「その保護者」を「当該申請をした保護者」に改め

る。 



第６条中「保護者が」を「利用児童の保護者は、当該児童クラブの」に、「及び」を「、

又は」に、「を市長に提出し」を「により市長に届け出」に改める。 

第７条第１項中「次」を「利用児童が次」に、「児童の利用」を「当該利用児童の児童ク

ラブの利用の決定」に改め、同項第１号中「利用」を「児童クラブの利用」に改め、同項

第２号中「無届け」を「児童クラブを無届」に改め、同項第３号中「保護者から解除届の

提出」を「前条の規定による解除の届出」に改め、同項第４号中「、利用料金を２箇月」

を「児童クラブの利用料金を２月」に改め、同条第２項中「利用を」を「利用の決定を」

に、「保護者」を「当該利用児童の保護者」に改める。 

第８条第１項中「より利用料金を減額又は免除」を「よる利用料金の免除又は一部の減

額」に、「すること」を「をすること」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を削り、

「より指定管理者」を「別表第２に掲げる書類を添付し、指定管理者」に改め、同条第３

項中「前項の申請を受理したときはその内容を審査し」を「条例第11条の市長の承認を得

ようとするときは」に、「により、市長の承認を受け」を「を市長に提出し」に改め、同条

第４項中「前項の減免承認願」を「放課後児童クラブ利用料金減免承認願」に、「その内容

を審査し」を「承認の可否を決定し」に、「指定管理者」を「当該指定管理者」に改め、同

条第５項中「指定管理者は」の次に「、第２項の規定による申請を受けた場合において、

当該減免の可否を決定したときは」を加え、「前項の承認を得て」を削り、「その」を「当

該申請をした」に改め、同条第６項中「利用料金の」を削り、「、減免」を「、当該減免」

に、「届け」を「届け出」に改め、同条第７項中「保護者が減免を希望しなくなったとき及

び減免事由が消滅したときは」を「前項の規定による届出があったときその他減免の事由

が消滅したものと認めるときは、当該減免の取消しを決定し」に改め、「より」の次に「当

該」を加える。 

第９条の見出し中「納付」を「納付期限」に改め、同条中「児童の保護者」を「児童ク

ラブの利用料金の納付」に、「利用料金を納付しなければ」を「しなければ」に改める。 

第10条第１項中「市長」を「指定管理者」に、「を実施するために」を「の実施に当た

り」に、「児童」を「利用児童」に、「を徴収する必要があると認める」を「の支出を要す

る」に、「指定管理者に」を「当該利用児童の保護者から」に、「徴収させる」を「徴収す

る」に改め、同条第２項第３号中「その他児童」を「前２号に掲げるもののほか、児童」

に改める。 

第12条中「別に」を「、別に」に改める。 



別表第２中「減免額」を「減免の割合等」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 

【様式第１号】 

 様式第３号を次のように改める。 

【様式第３号】 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


